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○箕輪町空き家片づけ事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、空き家の有効利用を図るとともに、箕輪町空き家・空き地バンク（以下

「空き家・空き地バンク」という。）への物件登録推進を図るため、空き家の屋内外にある

家財道具の運搬・廃棄処分、清掃並びに土地・建物の測量及び境界明示等（以下「片づけ」

という。）に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、箕輪町補助

金等交付規則（昭和55年箕輪町規則第21号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において空き家とは、箕輪町空き家等の適正管理及び活用促進に関する条例

（平成27年箕輪町条例第33号）第２条に規定する空き家等のうち特定空き家を除いたものを

いう。ただし、店舗や事務所等を併用する住宅については、居住の用に供する部分のみとす

る。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、個人であって次の

各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 空き家・空き地バンクを利用して、空き家を購入又は賃借し、かつ、居住又は居住し

ようとする者（以下「空き家購入者等」という。） 

(２) 空き家・空き地バンクに登録又は登録しようとする空き家の所有者又はその相続人

（以下「空き家所有者等」という。） 

２ 前項に定める補助対象者は、次の各号の全てに該当するものとする。 

(１) 申請時において、補助対象者及び補助対象者と同一世帯に属する者が、町税等を滞納

していないこと。 

(２) 箕輪町暴力団排除条例（平成23年箕輪町条例第15号）に規定する暴力団若しくは暴力

団員又は警察当局から排除要請された者でないこと。 

３ 空き家購入者等は、前項の規定に加え、過去に箕輪町若者世帯定住支援奨励金及び箕輪町

結婚新生活スタートアップ補助金の交付を受けていないものとする。 

（補助対象空き家） 

第４条 補助金の対象となる空き家（以下「補助対象空き家」という。）は、過去にこの要綱

による補助金の交付を受けていないものであって、次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

(１) 空き家購入者等が、空き家・空き地バンクを利用して、購入又は賃借し、かつ、居住

又は居住しようとする空き家であって、売買又は賃貸借の契約が一親等の親族間で行われ

たものでないもの 

(２) 空き家所有者等が、空き家・空き地バンクに登録又は登録しようとする空き家 

（補助対象事業） 

第５条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、法人又は個人事業主

が請け負い実施する、前条に定める補助対象空き家の片づけとする。 

（補助対象経費、補助額） 

第６条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、前条に定める補助対象

事業に係る経費とする。 
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２ 前項に定める補助対象経費に次の各号に掲げる経費が含まれるときは、これを除いた残り

の経費を補助対象経費とする。 

(１) 国、県又は町の他の制度の補助、融資等の対象となる経費 

(２) その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費 

３ 補助額は、前２項に定める補助対象経費以内の額で、1,000円未満の端数が生じたときは、

その額を切り捨てた額とし、10万円を限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 前条第３項に規定する補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、補助対象事業の着手前に箕輪町空き家片づけ事業補助金交付申請書（様式第１号。以下

「申請書」という。）に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。 

(１) 誓約書兼同意書（空き家購入者等用）（様式第２号の１） 

(２) 誓約書兼同意書（空き家所有者等用）（様式第２号の２） 

(３) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し 

(４) 空き家の片づけ費用の見積書の写し 

(５) 空き家の片づけに着手する前の当該箇所の写真 

(６) その他町長が特に必要と認めるもの 

（補助金の交付決定） 

第８条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を申請者に通

知する。 

（補助金の変更又は中止等） 

第９条 補助金の交付決定を受け、補助対象事業を実施する者（以下「補助事業者」とい

う。）は、補助対象事業の内容を変更するとき、又は補助対象事業を中止するときは、箕輪

町空き家片づけ事業補助金変更・中止承認申請書（様式第３号。以下「変更中止申請書」と

いう。）を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、

この申請書の提出を省略できる。 

２ 町長は、前項の変更中止申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を申請者

に通知する。 

（実績報告書） 

第10条 補助事業者は、補助対象事業を完了したときは、完了後１月以内又は年度末のいずれ

か近い期日までに、箕輪町空き家片づけ事業補助金実績報告書（様式第４号。以下「実績報

告書」という。）に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

(１) 空き家の片づけ費用の領収書の写し 

(２) 空き家の片づけを行った後の当該箇所の写真 

(３) 当該物件へ転入又は転居した記載のある住民票 

(４) その他町長が特に必要と認めるもの 

（補助対象事業完了の確認及び通知） 

第11条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地

を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の

額を確定し、申請者に通知する。 

（補助金の請求） 

第12条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、箕輪町空き家片づけ事業補助金請求

書（様式第５号）により、町長に請求するものとする。 
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（補助金の返還等） 

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の

全部又は一部に相当する額の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由がある

と認めるときは、この限りではない。 

(１) 空き家購入者等にあっては、正当な理由なく、補助金の交付決定日から１年以内に当

該物件に居住しないとき。 

(２) 空き家購入者等にあっては、正当な理由なく、補助金の交付決定日から２年以内に当

該物件から転居したとき。 

(３) 空き家所有者等にあっては、正当な理由なく、補助金の交付決定日から１年以内に空

き家・空き地バンクに登録しないとき。 

(４) 空き家所有者等にあっては、正当な理由なく、交付決定日から２年以内に空き家・空

き地バンクの登録を取下げたとき。 

(５) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の返還を相当と認めたとき。 

 


